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富山県告示第320号 

   指定障害児通所支援事業者の指定について 

 児童福祉法（昭和22年法律第 164号）第21条の５の３第１項の規定により、指定 

障害児通所支援事業者として次のとおり指定したので、同法第21条の５の25第１号 

の規定により公示する。 

  令和４年９月22日              

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

指定障害児 
通所支援の 
種類 

指定年月日 事業所番号 
申請者 事業所 

名称 主たる事務
所の所在地 名称 所在地 

児童発達支 
援 

令和４年 
９月１日 

1650600040 有限会社お 
達者くらぶ 

滑川市中川 
原 350番地 
１ 

児童発達支 
援・放課後 
等デイサー 
ビス ほっ 
ぷ・すてっ 
ぷ滑川 

滑川市田中 
新町97番地 
サンワビル 

 

 

富山県告示第321号 

      道路の区域変更について 

 次のとおり道路の区域を変更するので、道路法（昭和27年法律第 180号）第18条 
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第１項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において９月22日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  令和４年９月22日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 

変  更 
前後別 記号 敷地の幅員 

メ ー ト ル      
延   長 
メートル 縦覧場所 

県道 
 
入善宇奈月 
線 

下新川郡入善町神林 323
番３から 
 
下新川郡入善町新屋21番
２まで 

変更前 

 
 
 
 
 

最大 14.9 
 

最小  9.0 
220.5 

新川土木
センター 
入善土木
事務所 

変更後 

 
 
 
 
 

最大 14.9 
 

最小 13.7 
220.5 

 

 

富山県告示第322号 

   道路の供用開始について 

 次のとおり道路の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第 180号）第18条 

第２項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において９月22日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  令和４年９月22日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 
供用開始の期日 縦覧場所 

県道 
 
入善宇奈月 
線 

 
下新川郡入善町神林 323番３から 
 
下新川郡入善町新屋21番２まで 
 

 
 

令和４年９月22日 
 
 

新川土木
センター
入善土木
事務所 
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